
 

                                   第５９号議案説明資料 

                  芦屋市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例新旧対照表           

（下線部分は，改正部分） 

改     正     案 現            行 

（業務時間等） 

第３条の２ 駐車場の業務時間は，午前６時３０分から午後１０時までとする。

ただし，ＪＲ芦屋駅北自転車駐車場及び阪急芦屋川駅南月若自転車駐車場につ

いては，午前６時から午前０時までとし，ＪＲ芦屋駅南自転車駐車場１，ＪＲ

芦屋駅南自転車駐車場２，ＪＲ芦屋駅南自転車駐車場３，ＪＲ芦屋駅南自転車

駐車場４，ＪＲ芦屋駅南自転車駐車場５，ＪＲ芦屋駅南自転車駐車場６，ＪＲ

芦屋駅南自転車駐車場７，ＪＲ芦屋駅南自転車駐車場８及びＪＲ芦屋駅南自転

車駐車場９については，午前６時から午後１０時までとする。 

２ 駐車場の休業日は，１月１日から１月３日まで及び１２月３１日とする。た

だし，阪神芦屋駅南自転車駐車場，ＪＲ芦屋駅北自転車駐車場及び阪急芦屋川

駅南月若自転車駐車場については，１月１日とする。 

３ （省略） 

別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

阪神打出駅前自転車駐車場～ＪＲ芦屋駅南自転車駐車場４ （省略） 

ＪＲ芦屋駅南自転車駐車場５ 芦屋市業平町３６番 

ＪＲ芦屋駅南自転車駐車場６ 芦屋市上宮川町１００番１先 

ＪＲ芦屋駅南自転車駐車場７ 芦屋市業平町９６５番２先 

ＪＲ芦屋駅南自転車駐車場８ 芦屋市業平町９３６番２先 

ＪＲ芦屋駅南自転車駐車場９ 芦屋市上宮川町１０８番１先 

別表第２（第５条関係） 

１～３の表 （省略） 

４ 阪急芦屋川駅南松ノ内自転車駐車場，ＪＲ芦屋駅南自転車駐車場１，ＪＲ

芦屋駅南自転車駐車場２，ＪＲ芦屋駅南自転車駐車場４，ＪＲ芦屋駅南自転

車駐車場５，ＪＲ芦屋駅南自転車駐車場６，ＪＲ芦屋駅南自転車駐車場７，

（業務時間等） 

第３条の２ 駐車場の業務時間は，午前６時３０分から午後１０時までとする。

ただし，ＪＲ芦屋駅北自転車駐車場及び阪急芦屋川駅南月若自転車駐車場につ

いては，午前６時から午前０時までとし，ＪＲ芦屋駅南自転車駐車場１，ＪＲ

芦屋駅南自転車駐車場２，ＪＲ芦屋駅南自転車駐車場３及びＪＲ芦屋駅南自転

車駐車場４については，午前６時から午後１０時までとする。 

 

 

２ 駐車場の休業日は，１月１日から１月３日まで及び１２月３１日とする。た

だし，阪神芦屋駅南自転車駐車場，ＪＲ芦屋駅北自転車駐車場及び阪急芦屋川

駅南月若自転車駐車場については，１月１日とする。 

３ （省略） 

別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

阪神打出駅前自転車駐車場～ＪＲ芦屋駅南自転車駐車場４ （省略） 

 

 

 

 

 

別表第２（第５条関係） 

１～３の表 （省略） 

４ 阪急芦屋川駅南松ノ内自転車駐車場，ＪＲ芦屋駅南自転車駐車場１，ＪＲ

芦屋駅南自転車駐車場２及びＪＲ芦屋駅南自転車駐車場４の使用料 
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改     正     案 現            行 

ＪＲ芦屋駅南自転車駐車場８及びＪＲ芦屋駅南自転車駐車場９の使用料 

使用料（円） 

定期使用 一時使用 

自転車等の種類

１月 ３月 １日 
回数使用 

（１１回分）

自 転 車 １，５００ ４，２００ １００ １，０００

原動機付自転車 ２，５００ ７，２００ ２００ ２，０００

５・６の表 （省略） 

備考 （省略） 

 

使用料（円） 

定期使用 一時使用 

自転車等の種類

１月 ３月 １日 
回数使用 

（１１回分）

自 転 車 １，５００ ４，２００ １００ １，０００

原動機付自転車 ２，５００ ７，２００ ２００ ２，０００

５・６の表 （省略） 

備考 （省略） 
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